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北本市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部改正につい 

   て 

 

 北本市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を次のように改正す

る。 
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   北本市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例 

 

北本市災害派遣手当等の支給に関する条例（平成１８年条例第９号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「含む。）」の次に「又は大規模災害からの復興に関する法

律（平成２５年法律第５５号）第５６条第１項」を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



議案第９２号参考資料 
 

北本市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 
 

（下線は改正部分） 
現             行 改      正      案 

（趣旨） 
第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第２４条第６項の規定に基づき、災害対策基本法（昭

和３６年法律第２２３号）第３２条第１項（武力攻撃事態

等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１

６年法律第１１２号）第１５４条又は新型インフルエンザ

等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第４４条に

おいて読み替えて準用する場合を含む。）の規定による市

に派遣された職員（以下「派遣職員」という。）の災害派

遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は新型インフルエンザ

等緊急事態派遣手当（以下これらを「災害派遣手当等」と

いう。）の支給に関し必要な事項を定めるものとする。 

（趣旨） 
第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第２４条第６項の規定に基づき、災害対策基本法（昭

和３６年法律第２２３号）第３２条第１項（武力攻撃事態

等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１

６年法律第１１２号）第１５４条又は新型インフルエンザ

等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第４４条に

おいて読み替えて準用する場合を含む。）又は大規模災害

からの復興に関する法律（平成２５年法律第５５号）第５

６条第１項の規定による市に派遣された職員（以下「派遣

職員」という。）の災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手

当又は新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当（以下これ

らを「災害派遣手当等」という。）の支給に関し必要な事

項を定めるものとする。 
 


